
令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

１ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

議
案
第
六
十
六
号 

  
 

 
青
森
市
漁
港
管
理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

  

青
森
市
漁
港
管
理
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

  
 

令
和
七
年
二
月
二
十
日
提
出 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

青 

森 

市 

長 
 

 
 

 

西 
 

 

秀 

記 

  
 

 

青
森
市
漁
港
管
理
条
例 

  

（趣
旨
） 

第

一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下

「法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
市
が
管
理
す
る
漁
港

（以
下

「漁
港
」
と
い
う
。
）
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（漁
港
施
設
の
維
持
運
営
） 

第
二
条 

市
長
は
、
市
の
管
理
す
る
漁
港
施
設

（以
下

「市
管
理
漁
港
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
基
本
施
設
、
輸
送
施
設
及
び
漁
港
施
設
用
地

（公

共
施
設
用
地
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
毎
年
度
そ
の
維
持
運
営
計
画
（公
害
防
止
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
漂
流
物
の
除
去
に
係
る
計
画
を
含
む
。
）

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、
市
管
理
漁
港
施
設
以
外
の
漁
港
施
設
の
維
持
運
営
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
施
設
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に

対
し
、
そ
の
維
持
運
営
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
必
要
な
事
項
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（漁
港
の
保
全
） 
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２ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

第
三
条 

何
人
も
漁
港
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
み
だ
り
に
漁
港
施
設
を
損
傷
す
る
行
為
そ
の
他
漁
港
の
機
能
を
妨
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 
市
管
理
漁
港
施
設
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
者
は
、
直
ち
に
市
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
市
長
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
原
状
に
復
し
、

又
は
そ
の
滅
失
若
し
く
は
損
傷
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
滅
失
又
は
損
傷
が
そ
の
者
の
責
め
に
帰
す

べ
き
事
由
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（危
険
物
等
に
つ
い
て
の
制
限
） 

第
四
条 

爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物

（当
該
船
舶
の
使
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
衛
生
上
有
害
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（以
下

「危
険
物
等
」

と
い
う
。
）
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
内
の
市
長
の
指
示
し
た
場
所
で
な
け
れ
ば
、
停
泊
、
停
留
又
は
け
い
留

（第
九
条
に
お

い
て

「停
け
い
泊
」
と
い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

漁
港
の
区
域
内
に
お
い
て
、
危
険
物
等
の
陸
揚
げ
、
船
積
み
又
は
積
替
え
を
す
る
船
舶
は
、
市
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

危
険
物
等
の
種
類
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（漂
流
物
の
除
去
） 

第
五
条 

市
長
は
、
漁
港
の
区
域
内
の
水
域
に
お
け
る
漂
流
物
が
漁
港
の
利
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
漂
流
物
の
所
有

者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
そ
の
除
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（陸
揚
輸
送
等
の
区
域
に
お
け
る
利
用
の
調
整
） 

第
六
条 

市
長
は
、
漁
港
の
区
域
の
一
部
を
陸
揚
輸
送
及
び
出
漁
準
備
の
た
め
の
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
指
定
区
域
内
に
あ
る
市
管
理
漁
港
施
設
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
漁
港
施
設
に
お
い
て
、
漁
獲
物
、

漁
具
、
漁
業
用
資
材
そ
の
他
の
貨
物

（以
下

「漁
獲
物
等
」
と
い
う
。
）
の
陸
揚
げ
又
は
船
積
み
を
行
う
者
に
対
し
、
陸
揚
げ
又
は
船
積
み
を
行
う

場
所
、
時
間
そ
の
他
の
事
項
に
つ
き
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

船
舶
は
、
前
項
の
市
管
理
漁
港
施
設
に
お
い
て
漁
獲
物
等
の
陸
揚
げ
又
は
船
積
み
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
第

一
項
の
指
定
区
域
外
に

移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
の
利
用
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
市
長
が
許
可
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
市
管
理
漁
港
施
設
の
利
用
者
は
、
漁
獲
物
等
の
陸
揚
げ
又
は
船
積
み
が
終
わ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
陸
揚
げ
又
は
船
積
み
を
行
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農林水産部水産振興センター 

 

っ
た
場
所
を
清
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（占
用
の
許
可
等
） 

第
七
条 

市
管
理
漁
港
施
設

（水
域
施
設
を
除
く
。
）
を
占
用
し
、
又
は
当
該
施
設
に
定
着
す
る
工
作
物
を
新
築
し
、
改
築
し
、
若
し
く
は
増
築
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
許
可
に
市
管
理
漁
港
施
設
の
利
用
上
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第

一
項
の
占
用
期
間
は
、
三
月

（工
作
物
の
設
置
を
目
的
と
す
る
占
用
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
市
長

が
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（使
用
の
許
可
等
） 

第
八
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
市
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

市
管
理
漁
港
施
設

（法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
指
定
す
る
区
域

（次
条
に
お
い
て

「放
置
禁
止
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に

あ
る
漁
港
施
設
に
限
る
。
）
の
う
ち
市
長
が
指
定
す
る
漁
港
施
設

（次
条
に
お
い
て

「指
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

（漁

船
に
よ
り
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
第
十
条
の
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
） 

 

二 

市
管
理
漁
港
施
設
を
そ
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
者 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
許
可
に
市
管
理
漁
港
施
設
の
使
用
上
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第

一
項
の
使
用
期
間
は
、

一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

 

（漁
船
以
外
の
船
舶
に
つ
い
て
の
制
限
） 

第
九
条 

漁
船
以
外
の
船
舶

（監
視
船
、
警
備
船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舶
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
を
除
く
。
）
を
放
置
禁
止
区
域
内

に
停
け
い
泊
し
、
又
は
陸
置
き
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
施
設
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
海
難
救
助
そ
の
他
特
別
の

理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（使
用
の
届
出
） 

第
十
条 

監
視
船
、
警
備
船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舶
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
に
よ
り
市
管
理
漁
港
施
設

（航
路
を
除
く
。
）
を
使
用
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し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（漁
港
施
設
の
利
用
の
認
可
の
申
請
） 

第
十

一
条 

法
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（漁
港
施
設
占
用
料
等
及
び
土
砂
採
取
料
等
） 

第
十
二
条 

市
管
理
漁
港
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
別
表
第

一
に
定
め
る
漁
港
施
設
占
用
料
又
は
漁
港
施
設
使
用
料

（以
下

「漁
港
施
設
占
用
料
等
」

と
い
う
。
）
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
監
視
船
、
警
備
船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舶
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

法
第
三
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
採
取
又
は
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
土
砂
採
取
料
又
は
占
用
料

（以
下

「土

砂
採
取
料
等
」
と
い
う
。
）
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

漁
港
施
設
占
用
料
等
及
び
土
砂
採
取
料
等
は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

４ 

市
長
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
漁
港
施
設
占
用
料
等
及
び
土
砂
採
取
料
等
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

既
に
納
入
し
た
漁
港
施
設
占
用
料
等
及
び
土
砂
採
取
料
等
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
市
管
理
漁
港
施
設
を
利
用
す
る
者
又
は
法
第

三
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
採
取
若
し
く
は
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（入
出
港
届
） 

第
十
三
条 

市
長
は
、
船
舶
が
漁
港
に
入
港
し
た
と
き
、
又
は
当
該
漁
港
を
出
港
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
港

届
又
は
出
港
届
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
漁
港
を
根
拠
と
す
る
船
舶
、
監
視
船
、
警
備
船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船

舶
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（監
督
処
分
） 

第
十
四
条 

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
し
、
そ
の
許
可
に
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
そ
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の
行
為
の
中
止
、
既
に
設
置
し
た
工
作
物
の
改
築
、
移
転
、
除
去
若
し
く
は
当
該
工
作
物
に
よ
り
生
ず
べ
き
漁
港
の
保
全
上
若
し
く
は
利
用
上
の

障
害
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
設
置
又
は
原
状
の
回
復
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
一 
第
三
条
第

一
項
、
第
七
条
第

一
項
、
第
八
条
第

一
項
又
は
第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

 

二 
第
七
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
者 

 

三 

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
第
七
条
第

一
項
又
は
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者 

 

（公
益
上
の
必
要
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
及
び
損
失
補
償
） 

第
十
五
条 

市
長
は
、
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
第
七
条
第

一
項
又
は
第
八

条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
前
条
に
規
定
す
る
処
分
を
し
、
又
は
同
条
に
規
定
す
る
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

市
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
又
は
命
令
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（過
料
） 

第
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

一 

第
四
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

 

二 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
命
令
に
従
わ
な
い
者 

 

三 

第
六
条
第
三
項
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

 

四 

第
十
四
条
又
は
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

第
十
七
条 

詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
漁
港
施
設
占
用
料
等
の
徴
収
を
免
れ
た
者
は
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額

（当
該
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
五
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
五
万
円
と
す
る
。
）
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

（過
怠
金
） 

第
十
八
条 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
土
砂
採
取
料
等
の
徴
収
を
免
れ
た
者
か
ら
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
以

下
の
過
怠
金
を
徴
収
す
る
。 

 

 

（委
任
） 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

６ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

第
十
九
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

附 

則 

 

（施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（経
過
措
置
） 

２ 

漁
港
施
設
使
用
料

（漁
船
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
徴
収
し
な
い
。 

 
 

              



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

７ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

別
表
第

一

（第
十
二
条
関
係
） 

 
一 

漁
港
施
設
占
用
料 

                    

野
積
場 

漁
具
干
場 

船
揚
場 

漁
港
施
設
用
地 

施

設

の
種

類
／

区
分 

 

  

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ
き

近
傍
類
似
地
の
時
価
の
百
分
の

四 工
作
物

（電
柱
類

（電
気
通
信

事
業
法
施
行
令

（昭
和
六
十
年

政
令
第
七
十
五
号
）
別
表
第

一

の
二
に
掲
げ
る
設
備

（同
表
の

二
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
設
備

を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
水
管
、
下
水
道
管
、

ガ
ス
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
物
件
を
除
く
。
）
を
設
置

す
る
場
合 

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日

に

つ
き
近
傍
類
似
地

の

時
価
の
千
分
の
○

・
六
を

単
位
と
し
て
算
出
し
た

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日

に

つ
き
近
傍
類
似
地

の

時
価
の
千
分
の
○

・
一
を

単
位
と
し
て
算
出
し
た

額
に
百
分

の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
額 

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日

に

つ
き
近
傍
類
似
地

の

時
価
の
千
分
の
○

・
二 

工
作
物
を
設
置
し
な
い

場
合 

一
年
に

つ
き
電
気
通
信

事
業
法
施
行
令
別
表
第

一
の
二
に
規
定
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
額 

電
柱
類
を
設
置
す
る
場

合 

一
メ
ー
ト
ル

一
年
に
つ

き 

九
十
九
円 

水
管
、
下
水
道
管
、
ガ

ス
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
物
件
を
設
置
す

る
場
合 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

８ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

                
 

 
 

二 

漁
港
施
設
使
用
料 

 
 

 

イ 

漁
船 

     

道
路 

岸
壁 

物
揚
場 

桟
橋 

 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
年
に
つ
き

近
傍
類
似
地
の
時
価
の
百
分
の

四 

  

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日

に

つ
き
近
傍
類
似
地

の

時
価
の
千
分
の
〇

・
二 

一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
日

に

つ
き
近
傍
類
似
地

の

時
価
の
千
分
の
○

・
二
を

単
位
と
し
て
算
出
し
た

額
に
百
分

の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
額 

額
に
百
分

の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
額 

 

青
森
市
道
路
占
用
料
徴

収
条
例

（平
成
十
七
年
条

例
第
百
九
十
八
号
）
に
よ

る
水
管
、
下
水
道
管
、
ガ

ス
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
物
件
に
係
る
道

路

の
占
用
料

の
額

の
算

出

の
例
に
よ
り
算
出
さ

れ
る
額 

 

岸
壁 

物
揚
場 

桟
橋 

施
設
の
種
類 

当
該
漁
船
の
漁
獲
物
の
水
揚
金
額
の
千
分
の
〇

・
五 金 

 
 

額 

 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

９ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

ロ 

漁
船
以
外
の
船
舶 

         

備
考 

 
 

 

一 

こ
の
表
に
お
い
て

「時
価
」
と
は
、
地
方
税
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十

一
条
に
規
定
す
る
土
地
課
税

台
帳
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
よ
る

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
価
格
と
す
る
。 

二 

漁
港
施
設
占
用
料
が
年
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
期
間

（占
用
期
間
が
二
年
度
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
各
年
度

の
占
用
期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

一
年
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
占
用
期
間
に

一
年
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
月
割
り
で
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

一
月
未
満
の
日
数
は
、

一
月
と
す
る
。 

三 

占
用
面
積
が

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
占
用
面
積
に

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総

面
積
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て

一
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。 

四 

延
長
が

一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
延
長
に

一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総
延
長
又
は
端
数
部
分

に
つ
い
て

一
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。 

五 

使
用
期
間
が

一
月
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
使
用
期
間
に

一
月
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ

い
て

一
月
と
し
て
計
算
す
る
。 

岸
壁 

物
揚
場 

桟
橋 

船
揚
場 

泊
地 

漁
港
施
設
用
地 

施
設
の
種
類 

二 
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

一 

ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ 

 

ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
場 

 
 

 
 

 

 

合 

区 
 

 

分 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

イ 

動
力
船
を
停
泊
、
停
留
若
し
く
は 

け
い
留
し
、
又
は
陸
置
き
す
る
場
合 

船
舶

の
長
さ

一
メ
ー
ト

ル

一
月
に

つ
き 

二
百
四
十
円 

イ
に
規
定
す
る
金
額
の
二
分
の

一
に
相
当

す
る
額 

船
舶

の
長
さ

一
メ
ー
ト

ル

一
月
に

つ
き 

六
百
四
十
円 

金 
 

 

額 

 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

１０ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

六 

占
用
期
間
が

一
月
に
満
た
な
い
場
合

（工
作
物
を
設
置
し
な
い
で
漁
具
干
場
、
船
揚
場
、
野
積
場
、
岸
壁
、
物
揚
場
又
は
桟
橋
を
占
用

す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
漁
港
施
設
占
用
料
の
額
は
、
表
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

七 

一
件
の
漁
港
施
設
占
用
料
等
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合
の
漁
港
施
設
占
用
料
等
の
額
は
、
百
円
と
す
る
。 

 

別
表
第
二

（第
十
二
条
関
係
） 

一 

土
砂
採
取
料 

二 

占
用
料 

   

切
石 

転
石 

土
砂 

切
込
砂
利 

玉
石 

砂 砂
利 

区 
分 

一
切
に
つ
き 
百
十
円 

一
個
に
つ
き 

百
十
円 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

八
十
六
円 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

百
六
十
三
円 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

二
百
二
十
五
円 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

百
十
円 

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

百
六
十
三
円 

金 

額 

小
屋
類 

区 

分 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

月
額 
四
十
五
円 金 

額 

 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

１１ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

                       

草
刈
場 

養
魚
場
及
び
養
殖
場 

貯
木
場 

係
船
場
及
び
渡
船
場 

桟
橋 

管
埋
架
設 

係
船
杭 

や
ぐ
ら 

鉄
塔 

電
柱 

軌
道 

建
物
敷
地 

物
置
場
及
び
物
干
場 

看
板
、
広
告
板
そ
の
他
の
広
告
施
設 

標
識
類 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

七
十
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 
五
十
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 
年
額 

五
十
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

七
十
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

四
十
五
円 

一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

九
十
九
円 

一
本
に
つ
き 

年
額 

二
百
五
十
五
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

八
十
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

八
十
円 

本
柱
、
支
柱
及
び
支
線
各

一
本
に
つ
き 

年
額 

七
百
八
十
五
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

五
十
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

百
十
五
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

年
額 

四
十
五
円 

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き 

月
額 

百
三
十
円 

一
個
に
つ
き 

月
額 

四
十
五
円 

 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

１２ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

         

備
考 一 

占
用
料
が
年
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
期
間

（占
用
期
間
が
二
年
度
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
各
年
度
の
占
用

期
間
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

一
年
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
占
用
期
間
に

一
年
に
満
た
な
い
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
月
割
り
で
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

一
月
未
満
の
日
数
は
、

一
月
と

す
る
。 

二 

占
用
料
が
月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
占
用
期
間
が

一
月
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
占
用
期
間
に

一
月
に
満
た
な
い

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
期
間
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て
日
割
り
で
計
算
す
る
。 

三 

占
用
面
積
が

一
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は

一
ア
ー
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
占
用
面
積
に

一
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は

一
ア
ー
ル

に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
総
面
積
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て

一
平
方
メ
ー
ト
ル
又
は

一
ア
ー
ル
と
し
て
計
算
す
る
。 

四 

占
用
物
件
の
延
長
が

一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
占
用
物
件
の
延
長
に

一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
総
延
長
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て

一
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。 

五 

土
砂
の
採
取
量
が

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
土
砂
の
採
取
量
に

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
総
量
又
は
端
数
部
分
に
つ
い
て

一
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。 

六 

占
用
期
間
が

一
月
に
満
た
な
い
場
合
の
占
用
料
の
額
は
、
表
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

そ
の
他
水
面
利
用 

竹
木
栽
培 

果
樹
園 

畑
地 

田
地 

放
牧
場 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

四
十
五
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

百
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

三
百
五
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

百
五
十
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

二
百
三
十
円 

一
ア
ー
ル
に
つ
き 

年
額 

七
十
円 

 



令和七年第一回青森市議会定例会議案綴 抜粋 

 

１３ 

資料２ 

令和 7 年 3 月 6 日（木） 

文 教 経 済 常 任 委 員 会 

農林水産部水産振興センター 

 

七 

一
件
の
土
砂
採
取
料
等
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合
の
土
砂
採
取
料
等
の
額
は
、
百
円
と
す
る
。 

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

◇ 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
案
理
由 

 

市
が
管
理
す
る
漁
港
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。 


